
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年９月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 浸水 

発生日時 不明（平成２５年７月３０日 昼ごろ～８月２３日 ０６時３０分ご

ろの間） 

発生場所 島根県隠岐の島町西郷港 

 西郷港沖防波堤南灯台から真方位２１４°３１０ｍ付近 

 （概位 北緯３６°１１.８′ 東経１３３°１９.８′） 

事故調査の経過  平成２６年２月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三十五事代
ことしろ

丸、１９トン 

ＳＮ２－２８２３（漁船登録番号）、有限会社事代丸 

 ２５.３０ｍ×４.６８ｍ×１.７８ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、７３６kＷ、平成１１年１０月２３日 

 第２９１－３９０７４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４５歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録日 昭和６１年２月２６日 

  免許証交付日 平成２２年４月１５日 

         （平成２８年２月２５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機、減速逆転機、補機等に濡損 

 事故の経過  本船は、平成２５年７月１０日夕刻ごろ西郷港の岸壁に無人で係留

され、船長が３０日昼ごろ係留状態に異常がないことを確認した後、

通行人が８月２３日０６時３０分ごろ浸水している本船を発見した。

本船は、機関室が浸水し、自力航行ができなかったことから、僚船

で境港までえい
．．

航され、修理された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 

 本船の軸封装置は、シールスタン（小型船用軸封装置）であり、

シールリング（軸側に固定）とダイヤフラム（船体側に固定）が圧着

して浸水を防ぐ構造となっていた。 

シールスタンは、シールリング及びダイヤフラムが劣化して圧着面
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に隙間が生じていた。 

シールスタンは、進水時から開放点検が行われていなかった。 

本船は、漁期が終わった２月末ごろから係留され、その後、数回、

運航されていたが、運航中、機関室にビルジが溜
た

まることはなかっ

た。 

船長は、月１回ほど本船の係留状態の点検を行っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、西郷港で係留中、船長が７月３０日昼ごろ係留状態に異常

がないことを確認した後、通行人が８月２３日０６時３０分ごろ浸水

している本船を発見したので、この間において、シールスタンが進水

時から継続して使用され、シールリング及びダイヤフラムが劣化して

圧着面に隙間を生じたことから、同隙間から機関室に浸水したものと

考えられる。 

原因  本事故は、本船が、西郷港で係留中、シールスタンが進水時から継

続して使用され、シールリング及びダイヤフラムが劣化して圧着面に

隙間を生じたため、同隙間から機関室に浸水したことにより発生した

ものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・シールスタンの開放点検を定期的に行うこと。 

・係留状態の点検を頻繁に行うこと。 

 


